
議案第3号　三鷹市印鑑条例の一部を改正する条例

この議案は、自動交付機のサービスを終了するため、

第１７条第２項の(2)　「自動交付機に印鑑登録証を使用してその暗証番号(印鑑登録

証の不正な使用を防止するため暗証として入力される 4けたのアラビア数字をいう。)

を入力する方法を削除するものです。

Ｑ１　今回廃止される自動交付機は、どこに何台設置されていますか。

Ｑ２　自動交付機を利用するには、暗証番号を登録した「市民カード」または「印鑑

登録証兼三鷹市民カード」が必要です。それぞれの発行・交付枚数は何枚ですか。

Ｑ３　自動交付機では、現在どのような証明書の交付が可能ですか。

Ｑ４　自動交付機で稼働実績、すなわち発行している証明書は何枚ですか。各種証明

書は、自動交付機の他に窓口での交付、コンビニの多機能端末での交付も可能です。

それぞれ何枚発行されており、自動交付機の利用率はいくらと算出できますか。

Ｑ５　自動交付機の利用時間は、年末年始を除く午前８時 30分から午後９時までで、

土曜日・日曜日・祝日も利用できます。サービス終了による代替えは、どのように考

えていますか。特に夜間・休日での対応はどのように考えていまか。

Ｑ６　コンビニ交付には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードは個

人情報保護の観点から所持したくない人も多い。任意取得のカードの取得を強制する

ことなく、市民サービス低下を避ける代替え処置を検討すべきです。どのような検討

をしたのでしょうか。

Ｑ７　施行は来年２０２４年１月１日で、２０２３年１２月末で自動交付機は利用で

きなくなります。自動交付機のサービス終了については、どのように周知する予定で

すか。

サービスを終了した交付機は撤去するのでしょうか。撤去の費用はいくらかかります

か。

議案第４号　三鷹市常勤の特別職の給与等に関する条例の一部を改正する条例

議案第５号　三鷹市一般職職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

以上の議案は関連がありますので一括で質疑させていただきます。

職員の旅費を改定し、出張の際の日当を、宿泊なしの場合は廃止し、宿泊あり

は、特別職は3300円、一般職は2200円とするものです。



Ｑ１　そもそも出張の日当は何のために設定されているのですか。

Ｑ２　今、変更する理由は何ですか.

Ｑ３　この金額に設定する根拠は何でしょうか。

Ｑ４　宿泊に係る費用及び、交通費は別途支給されます。かかった費用、実費

がきちんと賄われていますか。日当を足すことで不足を補うというようなこと

はなかったのでしょうか。

Ｑ５　日帰り出張の場合には、職員にとって不利益変更となります。職員への

説明はどのようにしますか。

Ｑ６　市職員組合とは協議されているでしょうか。

Ｑ７　議員を含む非常勤特別職や、非正規の会計年度任用職員にも適用されま

すか。

Ｑ８　市の財政的影響はどのようなものですか。

議案第７号　三鷹市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

この議案は、子ども・子育て支援法の改正によるものです。子ども家庭庁設置によって、今

まで内閣府所管の子ども・子育て会議が、子ども家庭庁所管の子ども家庭審議会となるため、

子ども・子育て支援法の子ども・子育て会議の関係条文（７３条～７６条）が削除されました。

そのため、自治体に設置する子ども・子育て会議の根拠となる条項が７７条から７２条に変更

されたため、三鷹市でも参照する条項の数字を変更にあわせて改正するものです。

Q1　　国の子ども子育て会議が子ども家庭審議会になることで、今まで子ども・子育て会議

が担っていた機能等は、全て子ども家庭審議会が担うのですか。どのように変わるのでしょう

か。

Q2　　この改正によって、自治体設置の子ども子育て会議の機能等については、どのように

変わるのか、変わらないのかについて伺います。

議案第１１号　三鷹市防災会議条例の一部を改正する条例

　　委員の総数増　３５人以内→４０人以内に変更する改正です。

Q1　なぜ、委員の人数を増やす必要があるのでしょうか。

Q2　防災会議の女性比率は低い。人数を増やすことで、女性の比率を高めることが可能と

なるのでしょうか。



議案第１４号　三鷹市後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第１号)

　当初の見込みより保険料の収入が８４０２万５千円増えることとなったため、歳入を増やし、

広域連合へ納付する金額を同額増やす補正です。

Ｑ１　後期高齢者医療保険の補正は、３年ぶりだと思うが、なぜ当初より、これだけの金額が

増えたのか。現実に、後期高齢者医療保険の対象者の収入が増えたことによるのか、対象者

の人数が増えたことによるのか。


